
 

三沢市復興推進協議会設置要綱 

（平成２４年６月４日） 

（設置） 

第１条 東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号。以下「法」

という。）第１３条第１項の規定に基づき、法第４条第１項に規定する復興推

進計画（以下「復興推進計画」という。）の作成及び同条第９項の規定により

内閣総理大臣の認定を受けた当該復興推進計画（以下「認定復興推進計画」

という。）の実施に関し必要な事項について協議するため、三沢市復興推進協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

⑴ 復興推進計画の作成及び認定復興推進計画の変更に関すること。 

⑵ 法第１１条第１項に規定する新たな規制の特例措置等に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、その他復興推進計画の作成及び認定復興推

進計画の実施に関すること。 

（構成） 

第３条 協議会は、別表に掲げる団体等の職員をもって構成する。 

２ 三沢市は、必要があると認めるときは、法第２条第３項に規定する復興推

進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者及び法第１３条第３項各号に

掲げる者を構成員として加えることができる。 

３ 三沢市は、法第１３条第５項各号に掲げる者であって構成員以外の者から

自己を協議会の構成員として加えるよう申し出があった場合は、正当な理由

がある場合を除き、構成員として加えるものとする。 

（会長） 

第４条 協議会に、会長を置き、会長は政策財政部政策調整課長をもって充て

る。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。 

 



（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長と 

なる。 

２ 会議は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、

意見若しくは説明を聴くことができる。 

（協議結果の尊重） 

第６条 会議において協議が調った事項については、構成員は、その協議の結

果を尊重しなければならない。 

（協議会の解散） 

第７条 協議会を解散するときは、構成員の３分の２以上の同意を得なければ

ならない。 

（事務局） 

第８条 協議会の事務を処理するため、事務局を経済部企業誘致推進室に置く。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年６月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第３条関係） 

三沢市 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社みちのく銀行 

プライフーズ株式会社 

 


